
総⾏⾏第３２８号

裁 定 書

審査申⽴⼈ 沖縄県知事 ⽟ 城 康 裕

審査申⽴⼈が令和７年４⽉１６⽇にした地⽅⾃治法第１７６条第５項に基づく審査の

申⽴てについて、同法第２５５条の５第１項に基づき、⾃治紛争処理委員の審理を経た上、

以下のとおり裁定する。

主 ⽂

本件審査の申⽴てを棄却する。

理 由

第１ 本件審査の申⽴ての趣旨

令和７年第１回沖縄県議会（定例会）において令和７年３⽉２８⽇に修正議決され

た「甲第１号議案 令和７年度沖縄県⼀般会計予算」及び「甲第１９号議案 令和７

年度沖縄県公債管理特別会計予算」の再議に係る各議決をいずれも取り消す。

第２ 事案の概要

１ 事案の要旨

本件は、沖縄県知事である審査申⽴⼈が、令和７年第１回沖縄県議会（定例会）に

おいて令和７年３⽉２８⽇に修正議決された「甲第１号議案 令和７年度沖縄県⼀

般会計予算」及び「甲第１９号議案 令和７年度沖縄県公債管理特別会計予算」の再
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議に係る各議決（以下「本件各議決」という。）について、普通地⽅公共団体の⻑の

予算の提出の権限を侵すものであり、地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書に反する

と主張して、同法第１７６条第５項に基づき、本件各議決の取消しを求める事案であ

る。 

 

２ 関係法令等の定め 

⑴ 予算の議決について 

ア 地⽅⾃治法第２１１条第１項は、「普通地⽅公共団体の⻑は、毎会計年度予算

を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。」と規定している

（同法第９６条第１項第２号参照）。 

イ 普通地⽅公共団体の⻑は、「予算を調製」する事務を担任しており（地⽅⾃治

法第１４９条第２号）、議会の委員会及び議員は、予算について議会に議案を提

出することはできず（同法第１０９条第６項ただし書、第１１２条第１項ただし

書等）、予算の提出の権限は⻑に専属している。 

ウ 地⽅⾃治法第９７条第２項は、「議会は、予算について、増額してこれを議決

することを妨げない。但し、普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵すこ

とはできない。」と規定している。 

エ 地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書に関し、当時の⾃治省⾏政局⻑が発出し

た昭和５２年１０⽉３⽇付け⾃治⾏第５９号 「予算の増額修正について」（以下

「本件通知」という。）の内容は、次のとおりである。 

「 地⽅公共団体の議会の予算の増額修正について、当局の⾒解は下記のとおり

であるので、参考までに通知する。 

  なお、昭和３９年３⽉１６⽇付け⾃治⾏第３７号『予算の増額修正につい

て』はこれを廃⽌する。 

記 
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１ 当該予算の趣旨を損うような増額修正をすることは、⻑の発案権の侵害にな

ると解する。予算の趣旨を損うような増額修正に当たるかどうかを判定するに

当たつては、当該増額修正をしようとする内容、規模、当該予算全体との関連、

当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度等を総合的に勘案して、個々の

具体の事案に即して判断することが必要である。なお、このことは、歳⼊歳出予

算だけではく、継続費、債務負担⾏為等についても、同様である。 

２ 地⽅公共団体の議会の予算審議において、議会が予算修正を⾏おうとすると

きは、⻑と議会の間で調整を⾏い、妥当な結論を⾒出すことが望ましい。」 

⑵ 予算の編成及び地⽅債について 

ア 予算の編成について、地⽅財政法第３条第 1 項は、「地⽅公共団体は、法令の

定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算

に計上しなければならない。」と規定している。 

イ 地⽅公共団体における年度間の財政運営の考慮について、地⽅財政法第４条

の２は、「地⽅公共団体は、予算を編成し、若しくは執⾏し、⼜は⽀出の増加若

しくは収⼊の減少の原因となる⾏為をしようとする場合においては、当該年度

のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそ

こなうことがないようにしなければならない。」と規定している。 

ウ 地⽅債について、地⽅⾃治法第２３０条第１項は、「普通地⽅公共団体は、別

に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地⽅債を起こすこと

ができる。」と、同条第２項は、「前項の場合において、地⽅債の起債の⽬的、限

度額、起債の⽅法、利率及び償還の⽅法は、予算でこれを定めなければならない。」

と規定している。 

エ 地⽅債の制限について、地⽅財政法第５条柱書は、「地⽅公共団体の歳出は、

地⽅債以外の歳⼊をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げ

る場合においては、地⽅債をもつてその財源とすることができる。」と、同条第
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３号は、「地⽅債の借換えのために要する経費の財源とする場合」と、同条第５

号は、「学校その他の⽂教施設、保育所その他の厚⽣施設、消防施設、道路、河

川、港湾その他の⼟⽊施設等の公共施設⼜は公⽤施設の建設事業費（中略）の財

源とする場合」と規定している。 

 

３ 前提事実 

⑴ 審査申⽴⼈は、令和７年２⽉１２⽇、沖縄県議会の本会議において、「甲第１号

議案 令和７年度沖縄県⼀般会計予算」及び「甲第１９号議案 令和７年度沖縄公

債管理特別会計予算」 （以下、それぞれ「⼀般会計予算」及び「公債管理特別会計

予算」と表記することがある。）について、以下のとおり、予算案（以下「本件原

案」という。）を提出した（審査申⽴⼈提出資料１）。 

ア ⼀般会計予算について 

（ア） 歳⼊歳出予算の総額    歳⼊歳出それぞれ８８９３億６０００万円 

（イ） 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳出 

款 項 ⾦額 

１２ 公債費 １ 公債費  ６２９億５４７２万円 

１３ 諸⽀出⾦ ５ 財政調整基⾦積⽴⾦ ４１４１万６０００円 

イ 公債管理特別会計予算について 

（ア） 歳⼊歳出予算の総額 歳⼊歳出それぞれ８０２億１９２９万９０００円 

（イ） 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳⼊ 

款 項 ⾦額 

１ 繰⼊⾦ １ ⼀般会計繰⼊⾦ ６２９億１９２９万９０００円 

２ 県債 １ 県債 １７３億円 

（ウ） 「第２表 地⽅債」 

起債の⽬的 借換債 
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限度額 １７３億円 

起債の⽅法 （借⼊⽅法） 

証書借⼊⼜は証券発⾏による。 

発⾏価格が額⾯⾦額を下回るときは、その発⾏差額をうめる

ため必要な⾦額をこれに加算した⾦額とすることができる。 

（借⼊時期） 

令和７年度。 

利率 年５％以内（ただし、利率⾒直し⽅式で借り⼊れる資⾦につ

いて、利率の⾒直しを⾏った後においては、当該⾒直し後の

利率） 

償還の⽅法 償還期間は、据置期間を含め２５年以内とする。 

償還⽅法は、元利均等、元⾦均等等による。 

ただし、財政の都合により、据置期間中であっても繰上償還

し、償還年限を変更し、⼜は借り換えることができる。 

⑵ 宮⾥洋史議員らは、同年３⽉２５⽇、沖縄県議会の予算特別委員会において、以

下のとおり、⼤要、本件原案から、公債管理特別会計予算の歳⼊につき、県債であ

る借換債を５８億円増額するとともに、⼀般会計予算の歳出につき、財政調整基⾦

積⽴⾦を同額増額する旨の予算修正案（以下「本件修正案」という。）を提出した

（審査申⽴⼈提出資料２、３及び８）。 

ア ⼀般会計予算について 

（ア） 歳⼊歳出予算の総額         本件原案と同額 

（イ） 「第１表 歳⼊歳出予算」 

款 項 ⾦額 

（本件原案からの増減） 

１２ 公債費 １ 公債費  ５７１億５４７２万円 
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（５８億円減額） 

１３ 諸⽀出⾦ ５ 財政調整基⾦積⽴⾦ ５８億４１４１万６０００円 

（５８億円増額） 

イ 公債管理特別会計予算について 

（ア） 歳⼊歳出予算の総額                本件原案と同額 

（イ） 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳⼊ 

款 項 ⾦額 

（本件原案からの増減） 

１ 繰⼊⾦ １ ⼀般会計繰⼊⾦ ５７１億１９２９万９０００円 

（５８億円減額） 

２ 県債 １ 県債 ２３１億円 

（５８億円増額） 

（ウ） 「第２表 地⽅債」 

起債の⽬的 借換債 

限度額 ２３１億円（本件原案から５８億円増額） 

起債の⽅法 本件原案と同じ 

利率 本件原案と同じ 

償還の⽅法 本件原案と同じ 

⑶ 沖縄県議会の特別予算委員会は、同⽇、「甲第１号議案 令和７年度沖縄県⼀般

会計予算」及び「甲第１９号議案 令和７年度沖縄県公債管理特別会計予算」の議

案について、本件修正案を可決する各議決をした（審査申⽴⼈提出資料４）。 

⑷ 沖縄県議会の本会議は、同⽉２８⽇、前記⑶と同様に、本件修正案を可決する各

議決をした（審査申⽴⼈提出資料５、沖縄県議会提出資料１）。 

⑸ 審査申⽴⼈は、同⽇、前記⑷の本会議において、地⽅⾃治法第１７６条第４項に

基づき、本件修正案を可決した各議決が、普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権
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限を侵すものであり（同法第９７条第２項ただし書）、議会の権限を超え⼜は法令

に違反するものとして再議に付した（審査申⽴⼈提出資料６）。これに対し、沖縄

県議会の本会議は、前記⑷と同様に、本件各議決をした（審査申⽴⼈提出資料７、

沖縄県議会提出資料２）。 

⑹ 審査申⽴⼈は、同年４⽉１６⽇、地⽅⾃治法第１７６条第５項に基づき、総務⼤

⾂に対し、本件審査の申⽴てをした。 

⑺ ⾃治紛争処理委員による審理の経緯は別紙１、当事者が⾃治紛争処理委員に提

出した書⾯の⼀覧は別紙２のとおりである。 

 

４ 争点 

 本件各議決が「普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵す」（地⽅⾃治法第

９７条第２項ただし書）ものと認められるか。 

 

５ 審査申⽴⼈の主張の要旨 

⑴ 本件各議決が地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書に反するか否かは、本件通知

に基づいて判断すべきである。 

⑵ 本件修正案を可決した本件各議決は、以下のとおり、予算の趣旨を損なうような

増額修正であるから、地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書に反する。 

ア 本件各議決において増額修正しようとする内容について 

本件修正案は、具体的な事業の必要性や所要額の議論がない中で、後年度にお

ける財源確保のみを⽬的として地⽅債を増やす⼿法であり、本件原案を修正す

る必要性及び相当性を⽋いている。 

本件原案においては、まず必要な事業に対し、国庫補助⾦など⾒合う財源を確

保した上で、なお⽣ずる⼀般財源の不⾜分を賄うため、今後の財政需要に⼗分に

対応できる財政調整基⾦等の残⾼、過去の借換債発⾏実績、今後の借換可能額、
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財政状況等を考慮しながら借換債１７３億円を計上したものである。 

イ 本件各議決において増額修正しようとする規模について 

借換債の⾦額について、本件修正案は、本件原案の１７３億円から２３１億円

に５８億円を増額するもの （約３４％増）であり、議会による推計にすぎない５

８億円を増額することは過⼤である。 

ウ 当該予算全体との関連について 

財政調整基⾦積⽴⾦の残⾼⾒込額について、本件修正案は、本件原案の約７１

億円から約１２９億円に⼤幅な増額をするものである。 

  本件原案における財政調整基⾦積⽴⾦の残⾼⾒込額約７１億円は、過年度に

おける補正予算で対応した災害対策等の実績額を踏まえた上での規模であり、

前年度（令和６年度）と同規模である。前年度では、様々な補正予算に対し、残

⾼が不⾜することなく適切に措置していたことから、本年度（令和７年度）にお

いても、今後の事情変更による財政需要に⼗分に対応できるものと考えている。

本件修正案において、地⽅債を増やしてまで財政調整基⾦を積み増す理由はな

い。 

エ 当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度について 

県債である借換債の増額による利⼦負担について、本件修正案は、本件原案と

⽐較して直近の⾦利で試算すると約５億円の負担が増えることとなり、昨今の

⾦利上昇傾向を踏まえると、今後更に利⼦負担が増えることが⾒込まれる。 

  沖縄県の予算編成の基本的な考え⽅である「令和７年度予算編成⽅針」の中で、

県債については、後年度の財政負担に⼗分配慮して計上することとしており、本

件各議決における後年度の財源を確保することを⽬的とした借換債の増額は、

⻑が予定していない新たな⽬標を追加し、⼜は新たな⼿段を追加することを⽬

的とした増額修正を⾏い、もって予算編成における基本的な考え⽅を没却する

ものであり、⻑の予算の提出の趣旨に反するものである。 
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  地⽅財政法第４条の２は「当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状

況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければなら

ない。」と規定し、⻑期的視野における地⽅公共団体の財政運営に関する基本原

則を定めているところ、本件各議決は同原則を否定するものである。 

  本件各議決が、実質公債費⽐率や将来負担⽐率が低いことをもって地⽅⾃治

法第９７条第２項ただし書の規定に抵触しないということであれば、今後、普通

建設事業費及びそれに係る地⽅債の増額も認められることとなり、安定的な財

政運営が困難となる。 

 

６ 沖縄県議会の主張の要旨 

⑴ 判断の枠組み（前記５⑴）については、争わない。 

⑵ 本件各議決は、以下のとおり、予算の趣旨を損なう増額修正に当たらないことは

明らかであり、地⽅⾃治法第９７条第２項により認められた議会の予算修正権の

範囲を超えるものではない。 

ア 本件各議決において増額修正しようとする内容について 

本件修正案は、⻑に対し、増額修正した５８億円について、特定の事務事業の

財源に充当せよという内容ではなく、後年度の財政運営も考慮しつつ、⻑におい

て適切な予算措置を⾏うために、財政調整基⾦へ積み⽴てるという趣旨であり、

⼀般財源である臨時財政対策債を優先的に借り換えるよう求めるものである。 

具体的な事業の必要性や所要額の議論は予算編成権を有する⻑が⾏うべきも

のであって、こうした議論を反映させて個別具体の事務事業の財源を修正する

ことこそ、⻑の予算編成権を侵すことにつながるものである。したがって、議会

としては本件各議決において後年度の財源として活⽤可能な財政調整基⾦への

積⽴てを⾏うこととしたものである。 

イ 本件各議決において増額修正しようとする規模について 
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  本件各議決による借換債の残⾼⾒込みの増加率は、県債残⾼に占める割合と

しては１％以下であり、借換債の⾦額について、本件修正案が本件原案から５８

億円を増額する規模は過⼤なものとはいえない。 

ウ 当該予算全体との関連について 

近年多発する災害対策や公共施設の維持・更新等、これまで以上に⼀定の規模

を確保していく必要性が⾼まってきており、こうした対応への財源を確保しつつ、

これまで財源不⾜を理由に⼿当てできなかった事務事業の財源を⾒いだすため、

財政調整基⾦積⽴⾦を積み増す必要性がある。 

エ 当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度について 

  沖縄県における借換債は、過去発⾏された地⽅債について、借⼊⾦融機関との

交渉により、⻑期の借⼊期間を設定することが、⾦融機関が⾦利変動リスクにさ

らされる観点から忌避された結果、５年または１０年後に、残債を⼀括償還し、

改めて借⼊⾦利及び借⼊期間を設定し直した借⼊れを⾏うという性格のもので

ある。審査申⽴⼈は、本件原案において、こうした基本的な考え⽅の下で、 「甲

第１９号議案 令和７年度沖縄公債管理特別会計予算」に借換債という歳⼊項

⽬を編成・計上しており、借換債という予算科⽬そのものが編成・計上されてい

ない場合は格別、１６５億円の歳⼊予算を議会に提案をしているのであって、本

件各議決は単にその借換えを増やすことを求めるという内容であり、⻑が予定

していない新たな⽬標の追加や新たな⼿段を追加することを⽬的とすることに

は当たらず、予算編成における基本的な考え⽅を没却することにはならない。 

  本件各議決は、実質公債費⽐率や将来負担⽐率という中⻑期的な財政指標へ

の影響も加味した上でなされており、地⽅財政法第４条の２に反するものでは

ない。 
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第３ 総務⼤⾂の判断 

１ 判断の枠組み 

⑴  地⽅⾃治法は、普通地⽅公共団体の⻑が、毎会計年度予算を調製し、年度開始

前に、議会の議決を経なければならないとし（第９６条第１項第２号、第１４９

条第２号、第２１１条第１項）、⻑に予算の提出の権限を専属させている（第１０

９条第６項ただし書、第１１２条第１項ただし書）。⼀⽅、地⽅⾃治法は、議会に

予算について増額修正して議決することを許容しているものの （第９７条第２項

本⽂）、 「但し、普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵すことはできない。」

（同項ただし書）として、議会が予算について増額修正して議決することに⼀定

の限界を設けている。 

⑵ そうすると、地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書にいう「普通地⽅公共団体の

⻑の予算の提出の権限を侵す」とは、当該予算（⻑が提出した予算）の趣旨を損

うような増額修正をすることであると解される（本件通知第 1 項参照）。 

⑶ そして、当該予算の趣旨を損うような増額修正であるかを判断するに当たって

は、単に予算を提出した⻑の主観的な判断のみによるのではなく、本件通知第 1

項のとおり、当該増額修正をしようとする内容、規模、当該予算全体との関連及

び当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度等を総合的に勘案して、個々の

具体の事案に即して客観的に判断するのが相当である。 

⑷ 前記前提事実によれば、本件各議決は本件修正案を可決するものであるところ、

本件修正案は、本件原案と⽐較して、⼀般会計予算及び公債管理特別会計予算の歳

⼊歳出総額に変更はないものの、予算科⽬のうち議決科⽬である款及び項の⾦額

を増額するもの、すなわち、⼀般会計予算中、 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳出に

つき、 「第１３款 諸⽀出⾦」、 「第５項 財政調整基⾦積⽴⾦」の⾦額、並びに公

債管理特別会計予算中、「第１表 歳⼊歳出予算」の歳⼊につき、「第２款 県債」、

「第１項 県債」の⾦額、及び「第２表 地⽅債」の借換債の「限度額」の⾦額を
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それぞれ５８億円増額するものであるから、本件各議決は、予算について増額修正

するものと認められる。 

⑸ したがって、前記⑶を踏まえて、本件修正案を可決した本件各議決が、本件原

案の趣旨を損なうようなものであるかについて、以下検討する。 

 

２ 検討 

⑴  本件原案の内容について 

 前記前提事実及び当事者が提出した証拠 （審査申⽴⼈提出資料８、沖縄県議会提

出資料１）によれば、本件原案の内容は、⼀般会計予算の 「第１表 歳⼊歳出予算」

の歳出につき、 「第１３款 諸⽀出⾦」、 「第５項 財政調整基⾦積⽴⾦」の⾦額を

４１４１万６０００円計上することにより、令和７年度末の財政調整基⾦積⽴⾦

の残⾼⾒込額を前年度（令和６年度）と同規模である約７１億円とするとともに、

公債管理特別会計の 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳⼊につき、「第２款 県債」、「第

１項 県債」の⾦額を１７３億円計上し、同歳⼊につき、 「第２表 地⽅債」の借

換債の「限度額」の⾦額を１７３億円とすることにより、臨時財政対策債の借換え

を含む借換可能額２６６億円のうち、１７３億円を限度に借り換えようとするも

のと認められる。 

⑵ 本件原案の趣旨について 

ア 沖縄県が令和６年１０⽉付けで作成した 「令和７年度予算編成⽅針」 （審査申

⽴⼈提出資料１０及び１１）では、 「Ⅳ 要求に当たっての留意事項」中、「２ 歳

⼊」において、 「国の予算編成、経済⾒通し、地⽅財政計画等あらゆる資料に基

づき的確に財源を捕捉し、経済情勢に即応して収⼊を算定するほか、新たな財源

の積極的な確保に努めること」とした上で、 「⑶ 県債」では、「 『新沖縄県⾏政

運営プログラム』に掲げる⽬標に沿って、引き続き発⾏額の抑制を図りつつ、後

年度の財政負担に⼗分配慮して計上すること」、「国の動向を注意し、より地⽅財
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政措置のある有利な事業債を選択すること」とされている。 

イ また、沖縄県総務部財政課が令和６年１１⽉付けで作成した 「沖縄県財政の推

移」（審査申⽴⼈提出資料１２）によれば、財政調整基⾦を含む基⾦について、

「今後も、経済事情の著しい変動や災害への対応、⽼朽化した公共施設への対応

等の⼀時的な財源不⾜に備えるとともに、安定的な財政運営を確保し県⺠サー

ビスを維持するため、⼀定の基⾦残⾼を確保しておく必要がある」とされている。 

ウ そうすると、本件原案の趣旨は、歳⼊全体について、地⽅財政計画等の資料に

基づき的確に財源を捕捉し、財源の積極的な確保に努め、県債について、発⾏額

の抑制を図りつつ、後年度の財政負担に⼗分配慮して計上するとともに、財政調

整基⾦を含む基⾦について、経済事情の著しい変動や災害への対応、⽼朽化した

公共施設への対応等の⼀時的な財源不⾜に備え、安定的な財政運営を確保し県

⺠サービスを維持するため、⼀定の基⾦残⾼を確保することであると解するの

が相当である。 

⑶ 本件各議決において増額修正しようとする内容について 

ア 前記前提事実及び令和７年３⽉２５⽇の予算特別委員会における「修正提案

理由」（審査申⽴⼈提出資料８）によれば、本件各議決において増額修正しよう

とする内容は、本件原案から、⼀般会計予算及び公債管理特別会計予算の歳⼊歳

出総額は同額としながらも、県債である借換債を５８億円増額するとともに、財

政調整基⾦積⽴⾦を同額増額するものであり、沖縄県の借換可能額２６６億円

の範囲内で、既発債のうち臨時財政対策債に係る部分について、繰上償還するこ

となく、その全てを借り換えることを求めるものと認められる。 

イ 審査申⽴⼈は、本件原案から財政調整基⾦を積み増す必要性がないことを前

提に、⼝頭意⾒陳述において、借換債を発⾏するということは、必要な事業に⾒

合う程度の借換債を発⾏しているということになるため、これを超えるような

⾦額の借換債を発⾏して、同額を財政調整基⾦に積み⽴てるということであれ
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ば、本来必要でなかった以上の借換えを⾏ったということになり、必要でない借

換えを⾏ったことに対して後年度に利⼦が発⽣することは適当ではない旨を主

張する。 

  しかし、前記のとおり、地⽅⾃治法上、議会は予算について増額修正して議決

することを許容されている。また、沖縄県において必要となる財政調整基⾦積⽴

⾦の額は⼀義的に定まるものではない。そして、沖縄県議会は、財政調整基⾦積

⽴⾦について、近年多発する災害対策や公共施設の維持・更新等、これまで以上

に⼀定の規模を確保していく必要性が⾼まってきており、こうした対応への財源

を確保する必要がある旨等を主張している。これらのことからすると、本件原案

における令和７年度末の財政調整基⾦積⽴⾦の残⾼⾒込額約７１億円のみが財

政調整基⾦積⽴⾦の適正な規模であるとはいえず、本件原案から財政調整基⾦を

積み増す必要性を⽋いているとは直ちに認められない。 

ウ また、⼝頭意⾒陳述を踏まえると、審査申⽴⼈は、本件各議決による借換債の

増額は、既発債のうち臨時財政対策債に係る部分について、繰上償還することな

く、その全てを借り換えることを求めるものであるから、⻑が予定していない新

たな⽬標を追加し、⼜は新たな⼿段を追加することを⽬的とした増額修正を⾏

い、もって予算編成における基本的な考え⽅を没却するものであると主張する。 

  しかし、本件各議決による借換債の増額は、本件原案でも予定されていた借換

債の発⾏額を、借換可能額の範囲内で増やすものである。また、前記前提事実に

よれば、本件各議決は、本件原案と同様に、公債管理特別会計予算の 「第２表 地

⽅債」の借換債の「償還の⽅法」について、「財政の都合により、据置期間中で

あっても繰上償還し、償還年限を変更し、⼜は借り換えることができる」とされ

ていることから、本件各議決は、⻑が予定していない新たな⽬標を追加し、⼜は

新たな⼿段を追加することを⽬的とした増額修正とまでは認められない。 

⑷ 本件各議決において増額修正しようとする規模について 
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ア 前記前提事実によれば、本件各議決は、県債である借換債の⾦額について、本

件原案の１７３億円から２３１億円に５８億円を増額するとともに、財政調整

基⾦積⽴⾦の⾦額について、本件原案の４１４１万６０００円から５８億４１

４１万６０００円に５８億円増額するものと認められる。 

イ 本件各議決により増額修正される５８億円は、令和７年度の⼀般会計予算の

歳出総額約８８９３億円に占める割合として、約０．６５％に相当するものであ

る。 

ウ また、沖縄県総務部財政課が令和６年１１⽉付けで作成した「沖縄県財政の推

移」（審査申⽴⼈提出資料１２）によれば、沖縄県の平成１９年度から令和５年

度までの県債残⾼及び公債費の推移は別紙３のとおりであり、さらに、財政調整

基⾦が地⽅公共団体における年度間の不均衡を調整するための基⾦であること

から年度末の残⾼に着⽬すると、沖縄県の平成２１年度から令和５年度までの

財政調整基⾦の年度末残⾼の推移及び令和５年度末の財政調整基⾦の全国平均

は別紙４のとおりである。 

エ 以上のことを踏まえると、本件各議決により増額修正される５８億円は、本件

原案における借換債及び財政調整基⾦積⽴⾦の各⾦額との⽐較では⼩幅ではな

い増額であるものの、本件原案における⼀般会計予算の歳⼊歳出総額と⽐較す

ると⼤幅な増額とまではいえないこと、また、令和７年度末時点において、これ

までの沖縄県の県債残⾼及び財政調整基⾦の年度末残⾼等の推移から⼤幅に乖

離する⾒通しであるとは考えられないことからすると、本件各議決において増

額修正しようとする規模は、本件原案と⽐較して過⼤なものであるとまでは認

められない。 

⑸ 当該予算全体との関連について 

前記のとおり、本件各議決は、本件原案から、⼀般会計予算及び公債管理特別会

計予算の歳⼊歳出総額を増額するものではないことに加えて、本件各議決による
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財政調整基⾦積⽴⾦の増額は、審査申⽴⼈に対し、特定の事務の執⾏を義務付ける

ような性格のものではないことからすると、本件各議決は当該予算全体との関連

で⽀障を⽣じさせるものとは認められない。 

⑹ 当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度について 

ア 本件各議決により借換債５８億円の増額に伴う利⼦負担が増加することによ

って、沖縄県の⾏財政運営に影響があること⾃体は否定できない。 

しかし、臨時財政対策債の元利償還⾦に相当する額については、地⽅交付税法

の定めるところにより、当該地⽅公共団体に交付すべき地⽅交付税の額の算定

に⽤いる基準財政需要額に算⼊するものとされており （例えば、令和５年度から

令和７年度までの間における地⽅債の特例等について、現⾏の地⽅財政法第３

３条の５の２第 2 項を参照。）、これは臨時財政対策債について、実際にどの程度

借り換えるかによって左右されるものではない。 

また、総務省が公表している令和４年度財政状況資料集によれば、別紙５のと

おり、沖縄県における実質公債費⽐率及び将来負担⽐率は、財政⼒指数に基づく

類似団体との⽐較において、平均を下回る⽔準で推移している。さらに、本件各

議決による借換債５８億円の増額は、既発債のうち臨時財政対策債に係る部分

について借り換えることを求めるものであり、実質公債費⽐率及び将来負担⽐

率の算定においては、償還⾦に係る基準財政需要額算⼊額が控除されるもので

あることを踏まえると、これらの指標に⼤きな影響を与えるとは認められない。 

別紙３の平成１９年度から令和５年度までの県債残⾼及び公債費の推移や、審

査申⽴⼈が、⼝頭意⾒陳述において、本件議決により借換債の増額に伴う利⼦負

担が本件原案と⽐較して直近の⾦利で試算すると約５億円の負担が増えること

については、県債残⾼から⽐べると⼤きな影響とは考えていない旨を主張してい

ることを併せ考慮すると、本件各議決によって直ちに沖縄県の⾏財政運営に⼤

きな影響を与えるとは認められない。 
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イ また、審査申⽴⼈は、本件各議決が、実質公債費⽐率や将来負担⽐率が低いこ

とをもって地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書の規定に抵触しないということ

であれば、今後、普通建設事業費及びそれに係る地⽅債の増額も認められること

となり、安定的な財政運営が困難となると主張する。 

しかし、前記⑴の判断枠組みのとおり、本件審査の申⽴ての審理に当たっては、

実質公債費⽐率や将来負担⽐率が低いことのみをもって地⽅⾃治法第９７条第

２項ただし書の規定との抵触の有無を検討しているものではない。その上で、本

件各議決による借換債の増額は、借換債の発⾏可能額の範囲内で、既発債のうち

⼀般財源である臨時財政対策債に係る部分を借り換えること（地⽅財政法第５

条第３号）を求めるものである。このような臨時財政対策債を借り換える場合と

審査申⽴⼈が主張するような普通建設事業という特定の事務の財源となる普通

建設事業費に係る地⽅債（同条第５号）を増額する場合とはその内容及び性質が

異なるものである。以上のとおり、県債に関する増額修正を⼀般論として是認す

るものではない。 

ウ なお、審査申⽴⼈は、本件各議決が地⽅財政法第４条の２が規定する原則に反

すると主張する。 

しかし、⼝頭意⾒陳述を含む審査申⽴⼈の主張を踏まえても、地⽅財政法第４

条の２の規定に反するような具体的な事情は⾒当たらない。 

エ 以上のことからすると、本件各議決により借換債５８億円の増額に伴う利⼦

負担が増加することによって、沖縄県の⾏財政運営に影響があること⾃体は否

定できないものの、沖縄県の⾏財政運営に⼤きな影響を与えるとは認められな

い。 

⑺ その他 

  他に、本件審査の申⽴てにおいて当事者から提出された書⾯及び⼝頭意⾒陳述

の内容を検討しても、本件各議決が本件原案の趣旨を損なうようなものであるか
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を判断するに当たって考慮すべき事情は⾒当たらない。 

⑻ まとめ 

ア 以上のとおり、本件各議決について、当該増額修正をしようとする内容、規模、

当該予算全体との関連及び当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度等を

総合的に勘案しても、本件各議決が本件原案の趣旨を損なうようなものである

とは認められない。 

イ したがって、本件各議決は、「普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵

す」（地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書）ものとは認められず、議会の権限を

超え⼜は法令に違反するものとは認められない（同法第１７６条第６項）。 

 

３ 結論 

以上によれば、本件審査の申⽴ては理由があるとは認められないから、これを棄却

することとして、主⽂のとおり裁定をする。 

 

４ 付⾔ 

⑴  予算審議に関し、審査申⽴⼈は、本件修正案を可決した議決を再議に付す理由

として、当該修正議決は、具体的な事業の必要性、⾦額の精査、今後の財政に与

える影響などについて⼗分な議論がない旨を指摘し、本件審査の申⽴てにおいて

も同旨の主張をしている。他⽅で、沖縄県議会は、本件原案における県債１７３

億円の積算⽅法について執⾏部は説明不⾜である旨を主張しており、両者ともに

予算修正の是⾮を審議する際の前提となる事項について⼗分な共通認識が得ら

れないまま、予算の議決及び本件審査の申⽴てに⾄っている。 

⑵ 今後は、本件通知第２項が「地⽅公共団体の議会の予算審議において、議会が予

算修正を⾏おうとするときは、⻑と議会の間で調整を⾏い、妥当な結論を⾒出すこ

と」と⽰していることを踏まえて、沖縄県において、より充実した予算審議を⾏っ
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て妥当な結論を導くとともに、沖縄県⺠に対する説明責任を尽くすことを期待す

る。

令和７年６⽉２６⽇

総務⼤⾂ 村  上  誠 ⼀ 郎
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別紙１ 

⾃治紛争処理委員による審理の経緯 

 

 ⽇時 審理の概要 

第１回会議 令和７年５⽉８⽇（⾦） 合議 

第２回会議 令和７年６⽉２⽇（⽉） ① 合議 

② 審査申⽴⼈からの⼝頭意⾒陳述 

③ 沖縄県議会からの陳述 

④ 委員からの発問 

⑤ 合議 

第３回会議 令和７年６⽉９⽇（⽉） 合議 

第４回会議 令和７年６⽉２５⽇（⽔） 合議 
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別紙２ 

当事者が⾃治紛争処理委員に提出した書⾯の⼀覧 

 

【審査申⽴⼈（沖縄県知事）】 

⽂書名 提出⽇ 

審査申⽴書 

資料１〜１０ 

令和７年４⽉１６⽇ 

反論書 令和７年５⽉２８⽇ 

資料１１、１２ 令和７年５⽉３０⽇ 

 

 

【沖縄県議会】 

⽂書名 提出⽇ 

弁明書 

資料１〜４ 

令和７年５⽉１９⽇ 

「⽂書の提出について」と題する⽂書 

資料５〜８ 

令和７年６⽉６⽇  
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／

ヽ

3 県債残高及び公債費
ヽ

ノ

〇県債残高は、平成 13年度以降に発行された臨時財政対策債が増加傾向で推移していた
が、その他の県債が減少傾向にあったことから、近年では緩やかに減少している。

〇臨時財政対策債を除くその他の県債については、沖縄県行財政改革プラン等に基づく大
型ハコ物整備の抑制により通常の県債の発行を抑制してきたこと等により減少している。

〇公債費は、県債残高の増加とともに緩やかに増加していたが、平成26年度以降は金利低
下に伴う利子償還金の減等もあり、緩やかに減少している。

沖縄県の県債残高及び公債費の推移
県債残高

（単位：億円） 口臨時財政対策債

8,000 「 口その他の県債

會公債費

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

公債費
（単位：億円）

2,400 

2,200 

2,000 

1,800 

1,600 

,4031 3,26513, 

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

0 0 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 （年度）

※県債残高、公債費ともに特定資金公共事業債（NTT債）は除く。

別紙３
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＇

ヽ

5 基金の状況
、

＇

〇主要3基金（財政調整基金、減債基金、県有施設整備基金）の年度末残高は、平成21

年度まで300億円台の横ばいで推移していたが、平成22年度から増加傾向となり、令和
5年度末の基金残高は約1,090億円となっている。

〇令和5年度末残高を全国平均と比較すると、減債基金は全国平均を上回っている
ものの、財政調整基金は全国平均を下回っており、両基金の合計では、全国平均を
上回る水準となっている。

〇今後も、経済事情の著しい変動や災害への対応、老朽化した公共施設への対応等
の一 時的な財源不足に備えるとともに、安定的な財政運営を確保し県民サービスを維
持するため、一定の基金残高を確保しておく必要がある。

■ 財政調整基金
1200 日口減債基 金

口県有施設整備基金

主要3基金の年度末残高の推移

1000 

800 

600 

400 

200 

H21 H22 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 
（年度）

（単位：億円）

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

゜

財政調整基金及び減債基金の全国平均及び九州平均との比較(R5年度）

■ 全国平均
ロ九州平均
ロ【沖縄県】

国叫

財政調整基金 減債基金 合計

※全国平均及び九州平均は単純平均であり、 本県が独自に集計した速報値。

全国平均は沖縄県含む、 九州平均は沖縄県除く。

別紙４
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H30 R04R03R02R01 H30 R04R03R02R01

H30 R04R03R02R01 H30 R04R03R02R01

●住民基本台帳人口（R5.1.1）：
●高齢化率（R5.1.1）：
●面積・人口密度：
●国勢調査人口

●ラスパイレス指数（R4.4.1）：

団体概要

財政力指数［ 経常収支比率［

実質公債費比率［ 将来負担比率［

● 当該団体値

基金残高の推移 地方債現在高の推移

（億円）

地方債現在高（臨時財政対策債除き） 臨時財政対策債

標準的財政需要を税収等で賄える度合いを示す指標

H30 R04R03R02R01

（億円）

財政調整基金

地方税 地方交付税 国庫支出金 地方債 その他 人件費 扶助費 公債費 投資的経費 その他

減債基金 その他特定目的基金

歳入の推移 歳出の推移

H30 R04R03R02R01

H30 R04R03R02R01

（億円）

H30 R04R03R02R01

（億円）

財政構造の硬直化の度合いを示す指標
（％）

地方債の償還額等の大きさの度合いを示す指標
（％）

将来負担すべき負債等の大きさの度合いを示す指標
（％）

H27R2 ※括弧内は対H27年度比 ）（

0.400.40

0.310.31
97.897.8

89.489.4

15.315.3

7.37.3

244.6244.6

25.925.9

0.350.35 0.350.35
0.360.36

0.340.34

0.350.35 95.395.3 95.895.8
95.195.1

88.088.0

93.193.1

11.711.7
11.111.1 10.710.7 10.710.7

10.710.7

171.9171.9 173.0173.0 168.2168.2 155.1155.1
162.0162.0

0.360.36
0.370.37 0.370.37

0.360.36
0.360.36

95.795.7

97.197.1
96.496.4

88.088.0

94.894.8

8.48.4
7.97.9

7.37.3 7.17.1
7.37.3 45.045.0 42.642.6 41.541.5 30.330.3

25.925.9

219219 229229 211211
466466 424424

264264 218218 291291

406406 399399
587587 613613 655655

619619 7247241,070 1,060
1,157

1,491 1,547
6,238 6,037 5,978 5,983 5,647

3,5233,523 3,4033,403 3,2653,265 3,2733,273 2,8882,888

2,7152,715 2,6342,634 2,7142,714 2,7112,711 2,7592,759

1,2961,296 1,3441,344 1,3361,336 1,3941,394 1,4631,463

2,0812,081 2,1112,111 2,1422,142 2,4012,401 2,3572,357

1,9341,934 1,8671,867

2,9612,961

4,1514,151

3,0313,031
503503 439439

560560

634634

323323

1,0701,070 1,1221,122

1,4751,475

1,5471,547

1,7691,769

6,884 6,883

8,474

10,127

8,943

1,9561,956 1,9891,989 1,9991,999 2,0272,027 2,0362,036

280280 295295 307307 329329 348348
670670 674674 646646 652652 678678

1,3561,356 1,2571,257 1,3181,318 1,2661,266 1,1721,172

2,4872,487 2,5572,557

4,0774,077

5,7155,715

4,5084,508

6,749 6,772

8,347

9,989

8,742

グループ内順位　4/14 グループ内順位　13/14

グループ内順位　1/14

グループ

※ グループとは、都道府県を財政力指数等によって6つ
のグループに分類したものである。

グループ内平均値

グループ内の最大値及び最小値

グループ内順位　1/14

0.36］ 94.8％］

7.3％］ 25.9％］

財政力指数
0.300～ 0.400未満

Ｄ

沖縄県の財政状況について

1,485,526人
23.2%

2,282㎢・651人 /㎢

98.1

1,467,480人（2.4%） 1,433,566人

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40 88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

20.0

80.0

140.0

200.0

260.0

320.0

0

400

800

1,200

1,600

0

1,400

2,800

4,200

5,600

7,000

0

4,000

8,000

12,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

別紙５
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⾃治紛争処理委員意⾒書

令和７年６⽉２５⽇

総務⼤⾂ 村  上  誠 ⼀ 郎 殿

代表⾃治紛争処理委員  ⼤  橋  真 由 美

⾃ 治 紛 争 処 理 委 員  興  津  征  雄

同           ⽚  桐  直  ⼈

審査申⽴⼈が令和７年４⽉１６⽇にした地⽅⾃治法第１７６条第５項に基づく審査の

申⽴てについて、同法第２５５条の５第１項に基づき、⾃治紛争処理委員による審理を⾏

ったことから、以下のとおり、総務⼤⾂がすべき裁定に関する意⾒書を提出する。

第１ 本件審査の申⽴ての趣旨

令和７年第１回沖縄県議会（定例会）において令和７年３⽉２８⽇に修正議決され

た「甲第１号議案 令和７年度沖縄県⼀般会計予算」及び「甲第１９号議案 令和７

年度沖縄県公債管理特別会計予算」の再議に係る各議決をいずれも取り消す。

第２ 事案の概要

１ 事案の要旨

本件は、沖縄県知事である審査申⽴⼈が、令和７年第１回沖縄県議会（定例会）に

おいて令和７年３⽉２８⽇に修正議決された「甲第１号議案 令和７年度沖縄県⼀

般会計予算」及び「甲第１９号議案 令和７年度沖縄県公債管理特別会計予算」の再
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議に係る各議決（以下「本件各議決」という。）について、普通地⽅公共団体の⻑の

予算の提出の権限を侵すものであり、地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書に反する

と主張して、同法第１７６条第５項に基づき、本件各議決の取消しを求める事案であ

る。 

 

２ 関係法令等の定め 

⑴ 予算の議決について 

ア 地⽅⾃治法第２１１条第１項は、「普通地⽅公共団体の⻑は、毎会計年度予算

を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。」と規定している

（同法第９６条第１項第２号参照）。 

イ 普通地⽅公共団体の⻑は、「予算を調製」する事務を担任しており（地⽅⾃治

法第１４９条第２号）、議会の委員会及び議員は、予算について議会に議案を提

出することはできず（同法第１０９条第６項ただし書、第１１２条第１項ただし

書等）、予算の提出の権限は⻑に専属している。 

ウ 地⽅⾃治法第９７条第２項は、「議会は、予算について、増額してこれを議決

することを妨げない。但し、普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵すこ

とはできない。」と規定している。 

エ 地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書に関し、当時の⾃治省⾏政局⻑が発出し

た昭和５２年１０⽉３⽇付け⾃治⾏第５９号 「予算の増額修正について」（以下

「本件通知」という。）の内容は、次のとおりである。 

「 地⽅公共団体の議会の予算の増額修正について、当局の⾒解は下記のとおり

であるので、参考までに通知する。 

  なお、昭和３９年３⽉１６⽇付け⾃治⾏第３７号『予算の増額修正につい

て』はこれを廃⽌する。 

記 
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１ 当該予算の趣旨を損うような増額修正をすることは、⻑の発案権の侵害にな

ると解する。予算の趣旨を損うような増額修正に当たるかどうかを判定するに

当たつては、当該増額修正をしようとする内容、規模、当該予算全体との関連、

当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度等を総合的に勘案して、個々の

具体の事案に即して判断することが必要である。なお、このことは、歳⼊歳出予

算だけではく、継続費、債務負担⾏為等についても、同様である。 

２ 地⽅公共団体の議会の予算審議において、議会が予算修正を⾏おうとすると

きは、⻑と議会の間で調整を⾏い、妥当な結論を⾒出すことが望ましい。」 

⑵ 予算の編成及び地⽅債について 

ア 予算の編成について、地⽅財政法第３条第 1 項は、「地⽅公共団体は、法令の

定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算

に計上しなければならない。」と規定している。 

イ 地⽅公共団体における年度間の財政運営の考慮について、地⽅財政法第４条

の２は、「地⽅公共団体は、予算を編成し、若しくは執⾏し、⼜は⽀出の増加若

しくは収⼊の減少の原因となる⾏為をしようとする場合においては、当該年度

のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそ

こなうことがないようにしなければならない。」と規定している。 

ウ 地⽅債について、地⽅⾃治法第２３０条第１項は、「普通地⽅公共団体は、別

に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地⽅債を起こすこと

ができる。」と、同条第２項は、「前項の場合において、地⽅債の起債の⽬的、限

度額、起債の⽅法、利率及び償還の⽅法は、予算でこれを定めなければならない。」

と規定している。 

エ 地⽅債の制限について、地⽅財政法第５条柱書は、「地⽅公共団体の歳出は、

地⽅債以外の歳⼊をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げ

る場合においては、地⽅債をもつてその財源とすることができる。」と、同条第
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３号は、「地⽅債の借換えのために要する経費の財源とする場合」と、同条第５

号は、「学校その他の⽂教施設、保育所その他の厚⽣施設、消防施設、道路、河

川、港湾その他の⼟⽊施設等の公共施設⼜は公⽤施設の建設事業費（中略）の財

源とする場合」と規定している。 

 

３ 前提事実 

⑴ 審査申⽴⼈は、令和７年２⽉１２⽇、沖縄県議会の本会議において、「甲第１号

議案 令和７年度沖縄県⼀般会計予算」及び「甲第１９号議案 令和７年度沖縄公

債管理特別会計予算」 （以下、それぞれ「⼀般会計予算」及び「公債管理特別会計

予算」と表記することがある。）について、以下のとおり、予算案（以下「本件原

案」という。）を提出した（審査申⽴⼈提出資料１）。 

ア ⼀般会計予算について 

（ア） 歳⼊歳出予算の総額    歳⼊歳出それぞれ８８９３億６０００万円 

（イ） 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳出 

款 項 ⾦額 

１２ 公債費 １ 公債費  ６２９億５４７２万円 

１３ 諸⽀出⾦ ５ 財政調整基⾦積⽴⾦ ４１４１万６０００円 

イ 公債管理特別会計予算について 

（ア） 歳⼊歳出予算の総額 歳⼊歳出それぞれ８０２億１９２９万９０００円 

（イ） 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳⼊ 

款 項 ⾦額 

１ 繰⼊⾦ １ ⼀般会計繰⼊⾦ ６２９億１９２９万９０００円 

２ 県債 １ 県債 １７３億円 

（ウ） 「第２表 地⽅債」 

起債の⽬的 借換債 
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限度額 １７３億円 

起債の⽅法 （借⼊⽅法） 

証書借⼊⼜は証券発⾏による。 

発⾏価格が額⾯⾦額を下回るときは、その発⾏差額をうめる

ため必要な⾦額をこれに加算した⾦額とすることができる。 

（借⼊時期） 

令和７年度。 

利率 年５％以内（ただし、利率⾒直し⽅式で借り⼊れる資⾦につ

いて、利率の⾒直しを⾏った後においては、当該⾒直し後の

利率） 

償還の⽅法 償還期間は、据置期間を含め２５年以内とする。 

償還⽅法は、元利均等、元⾦均等等による。 

ただし、財政の都合により、据置期間中であっても繰上償還

し、償還年限を変更し、⼜は借り換えることができる。 

⑵ 宮⾥洋史議員らは、同年３⽉２５⽇、沖縄県議会の予算特別委員会において、以

下のとおり、⼤要、本件原案から、公債管理特別会計予算の歳⼊につき、県債であ

る借換債を５８億円増額するとともに、⼀般会計予算の歳出につき、財政調整基⾦

積⽴⾦を同額増額する旨の予算修正案（以下「本件修正案」という。）を提出した

（審査申⽴⼈提出資料２、３及び８）。 

ア ⼀般会計予算について 

（ア） 歳⼊歳出予算の総額         本件原案と同額 

（イ） 「第１表 歳⼊歳出予算」 

款 項 ⾦額 

（本件原案からの増減） 

１２ 公債費 １ 公債費  ５７１億５４７２万円 
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（５８億円減額） 

１３ 諸⽀出⾦ ５ 財政調整基⾦積⽴⾦ ５８億４１４１万６０００円 

（５８億円増額） 

イ 公債管理特別会計予算について 

（ア） 歳⼊歳出予算の総額                本件原案と同額 

（イ） 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳⼊ 

款 項 ⾦額 

（本件原案からの増減） 

１ 繰⼊⾦ １ ⼀般会計繰⼊⾦ ５７１億１９２９万９０００円 

（５８億円減額） 

２ 県債 １ 県債 ２３１億円 

（５８億円増額） 

（ウ） 「第２表 地⽅債」 

起債の⽬的 借換債 

限度額 ２３１億円（本件原案から５８億円増額） 

起債の⽅法 本件原案と同じ 

利率 本件原案と同じ 

償還の⽅法 本件原案と同じ 

⑶ 沖縄県議会の特別予算委員会は、同⽇、「甲第１号議案 令和７年度沖縄県⼀般

会計予算」及び「甲第１９号議案 令和７年度沖縄県公債管理特別会計予算」の議

案について、本件修正案を可決する各議決をした（審査申⽴⼈提出資料４）。 

⑷ 沖縄県議会の本会議は、同⽉２８⽇、前記⑶と同様に、本件修正案を可決する各

議決をした（審査申⽴⼈提出資料５、沖縄県議会提出資料１）。 

⑸ 審査申⽴⼈は、同⽇、前記⑷の本会議において、地⽅⾃治法第１７６条第４項に

基づき、本件修正案を可決した各議決が、普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権
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限を侵すものであり（同法第９７条第２項ただし書）、議会の権限を超え⼜は法令

に違反するものとして再議に付した（審査申⽴⼈提出資料６）。これに対し、沖縄

県議会の本会議は、前記⑷と同様に、本件各議決をした（審査申⽴⼈提出資料７、

沖縄県議会提出資料２）。 

⑹ 審査申⽴⼈は、同年４⽉１６⽇、地⽅⾃治法第１７６条第５項に基づき、総務⼤

⾂に対し、本件審査の申⽴てをした。 

⑺ ⾃治紛争処理委員による審理の経緯は別紙１、当事者が⾃治紛争処理委員に提

出した書⾯の⼀覧は別紙２のとおりである。 

 

４ 争点 

 本件各議決が「普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵す」（地⽅⾃治法第

９７条第２項ただし書）ものと認められるか。 

 

５ 審査申⽴⼈の主張の要旨 

⑴ 本件各議決が地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書に反するか否かは、本件通知

に基づいて判断すべきである。 

⑵ 本件修正案を可決した本件各議決は、以下のとおり、予算の趣旨を損なうような

増額修正であるから、地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書に反する。 

ア 本件各議決において増額修正しようとする内容について 

本件修正案は、具体的な事業の必要性や所要額の議論がない中で、後年度にお

ける財源確保のみを⽬的として地⽅債を増やす⼿法であり、本件原案を修正す

る必要性及び相当性を⽋いている。 

本件原案においては、まず必要な事業に対し、国庫補助⾦など⾒合う財源を確

保した上で、なお⽣ずる⼀般財源の不⾜分を賄うため、今後の財政需要に⼗分に

対応できる財政調整基⾦等の残⾼、過去の借換債発⾏実績、今後の借換可能額、
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財政状況等を考慮しながら借換債１７３億円を計上したものである。 

イ 本件各議決において増額修正しようとする規模について 

借換債の⾦額について、本件修正案は、本件原案の１７３億円から２３１億円

に５８億円を増額するもの （約３４％増）であり、議会による推計にすぎない５

８億円を増額することは過⼤である。 

ウ 当該予算全体との関連について 

財政調整基⾦積⽴⾦の残⾼⾒込額について、本件修正案は、本件原案の約７１

億円から約１２９億円に⼤幅な増額をするものである。 

  本件原案における財政調整基⾦積⽴⾦の残⾼⾒込額約７１億円は、過年度に

おける補正予算で対応した災害対策等の実績額を踏まえた上での規模であり、

前年度（令和６年度）と同規模である。前年度では、様々な補正予算に対し、残

⾼が不⾜することなく適切に措置していたことから、本年度（令和７年度）にお

いても、今後の事情変更による財政需要に⼗分に対応できるものと考えている。

本件修正案において、地⽅債を増やしてまで財政調整基⾦を積み増す理由はな

い。 

エ 当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度について 

県債である借換債の増額による利⼦負担について、本件修正案は、本件原案と

⽐較して直近の⾦利で試算すると約５億円の負担が増えることとなり、昨今の

⾦利上昇傾向を踏まえると、今後更に利⼦負担が増えることが⾒込まれる。 

  沖縄県の予算編成の基本的な考え⽅である「令和７年度予算編成⽅針」の中で、

県債については、後年度の財政負担に⼗分配慮して計上することとしており、本

件各議決における後年度の財源を確保することを⽬的とした借換債の増額は、

⻑が予定していない新たな⽬標を追加し、⼜は新たな⼿段を追加することを⽬

的とした増額修正を⾏い、もって予算編成における基本的な考え⽅を没却する

ものであり、⻑の予算の提出の趣旨に反するものである。 
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  地⽅財政法第４条の２は「当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状

況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければなら

ない。」と規定し、⻑期的視野における地⽅公共団体の財政運営に関する基本原

則を定めているところ、本件各議決は同原則を否定するものである。 

  本件各議決が、実質公債費⽐率や将来負担⽐率が低いことをもって地⽅⾃治

法第９７条第２項ただし書の規定に抵触しないということであれば、今後、普通

建設事業費及びそれに係る地⽅債の増額も認められることとなり、安定的な財

政運営が困難となる。 

 

６ 沖縄県議会の主張の要旨 

⑴ 判断の枠組み（前記５⑴）については、争わない。 

⑵ 本件各議決は、以下のとおり、予算の趣旨を損なう増額修正に当たらないことは

明らかであり、地⽅⾃治法第９７条第２項により認められた議会の予算修正権の

範囲を超えるものではない。 

ア 本件各議決において増額修正しようとする内容について 

本件修正案は、⻑に対し、増額修正した５８億円について、特定の事務事業の

財源に充当せよという内容ではなく、後年度の財政運営も考慮しつつ、⻑におい

て適切な予算措置を⾏うために、財政調整基⾦へ積み⽴てるという趣旨であり、

⼀般財源である臨時財政対策債を優先的に借り換えるよう求めるものである。 

具体的な事業の必要性や所要額の議論は予算編成権を有する⻑が⾏うべきも

のであって、こうした議論を反映させて個別具体の事務事業の財源を修正する

ことこそ、⻑の予算編成権を侵すことにつながるものである。したがって、議会

としては本件各議決において後年度の財源として活⽤可能な財政調整基⾦への

積⽴てを⾏うこととしたものである。 

イ 本件各議決において増額修正しようとする規模について 
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  本件各議決による借換債の残⾼⾒込みの増加率は、県債残⾼に占める割合と

しては１％以下であり、借換債の⾦額について、本件修正案が本件原案から５８

億円を増額する規模は過⼤なものとはいえない。 

ウ 当該予算全体との関連について 

近年多発する災害対策や公共施設の維持・更新等、これまで以上に⼀定の規模

を確保していく必要性が⾼まってきており、こうした対応への財源を確保しつつ、

これまで財源不⾜を理由に⼿当てできなかった事務事業の財源を⾒いだすため、

財政調整基⾦積⽴⾦を積み増す必要性がある。 

エ 当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度について 

  沖縄県における借換債は、過去発⾏された地⽅債について、借⼊⾦融機関との

交渉により、⻑期の借⼊期間を設定することが、⾦融機関が⾦利変動リスクにさ

らされる観点から忌避された結果、５年または１０年後に、残債を⼀括償還し、

改めて借⼊⾦利及び借⼊期間を設定し直した借⼊れを⾏うという性格のもので

ある。審査申⽴⼈は、本件原案において、こうした基本的な考え⽅の下で、 「甲

第１９号議案 令和７年度沖縄公債管理特別会計予算」に借換債という歳⼊項

⽬を編成・計上しており、借換債という予算科⽬そのものが編成・計上されてい

ない場合は格別、１６５億円の歳⼊予算を議会に提案をしているのであって、本

件各議決は単にその借換えを増やすことを求めるという内容であり、⻑が予定

していない新たな⽬標の追加や新たな⼿段を追加することを⽬的とすることに

は当たらず、予算編成における基本的な考え⽅を没却することにはならない。 

  本件各議決は、実質公債費⽐率や将来負担⽐率という中⻑期的な財政指標へ

の影響も加味した上でなされており、地⽅財政法第４条の２に反するものでは

ない。 
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第３ ⾃治紛争処理委員の判断 

１ 判断の枠組み 

⑴  地⽅⾃治法は、普通地⽅公共団体の⻑が、毎会計年度予算を調製し、年度開始

前に、議会の議決を経なければならないとし（第９６条第１項第２号、第１４９

条第２号、第２１１条第１項）、⻑に予算の提出の権限を専属させている（第１０

９条第６項ただし書、第１１２条第１項ただし書）。⼀⽅、地⽅⾃治法は、議会に

予算について増額修正して議決することを許容しているものの （第９７条第２項

本⽂）、 「但し、普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵すことはできない。」

（同項ただし書）として、議会が予算について増額修正して議決することに⼀定

の限界を設けている。 

⑵ そうすると、地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書にいう「普通地⽅公共団体の

⻑の予算の提出の権限を侵す」とは、当該予算（⻑が提出した予算）の趣旨を損

うような増額修正をすることであると解される（本件通知第 1 項参照）。 

⑶ そして、当該予算の趣旨を損うような増額修正であるかを判断するに当たって

は、単に予算を提出した⻑の主観的な判断のみによるのではなく、本件通知第 1

項のとおり、当該増額修正をしようとする内容、規模、当該予算全体との関連及

び当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度等を総合的に勘案して、個々の

具体の事案に即して客観的に判断するのが相当である。 

⑷ 前記前提事実によれば、本件各議決は本件修正案を可決するものであるところ、

本件修正案は、本件原案と⽐較して、⼀般会計予算及び公債管理特別会計予算の歳

⼊歳出総額に変更はないものの、予算科⽬のうち議決科⽬である款及び項の⾦額

を増額するもの、すなわち、⼀般会計予算中、 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳出に

つき、 「第１３款 諸⽀出⾦」、 「第５項 財政調整基⾦積⽴⾦」の⾦額、並びに公

債管理特別会計予算中、「第１表 歳⼊歳出予算」の歳⼊につき、「第２款 県債」、

「第１項 県債」の⾦額、及び「第２表 地⽅債」の借換債の「限度額」の⾦額を
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それぞれ５８億円増額するものであるから、本件各議決は、予算について増額修正

するものと認められる。 

⑸ したがって、前記⑶を踏まえて、本件修正案を可決した本件各議決が、本件原

案の趣旨を損なうようなものであるかについて、以下検討する。 

 

２ 検討 

⑴  本件原案の内容について 

 前記前提事実及び当事者が提出した証拠 （審査申⽴⼈提出資料８、沖縄県議会提

出資料１）によれば、本件原案の内容は、⼀般会計予算の 「第１表 歳⼊歳出予算」

の歳出につき、 「第１３款 諸⽀出⾦」、 「第５項 財政調整基⾦積⽴⾦」の⾦額を

４１４１万６０００円計上することにより、令和７年度末の財政調整基⾦積⽴⾦

の残⾼⾒込額を前年度（令和６年度）と同規模である約７１億円とするとともに、

公債管理特別会計の 「第１表 歳⼊歳出予算」の歳⼊につき、「第２款 県債」、「第

１項 県債」の⾦額を１７３億円計上し、同歳⼊につき、 「第２表 地⽅債」の借

換債の「限度額」の⾦額を１７３億円とすることにより、臨時財政対策債の借換え

を含む借換可能額２６６億円のうち、１７３億円を限度に借り換えようとするも

のと認められる。 

⑵ 本件原案の趣旨について 

ア 沖縄県が令和６年１０⽉付けで作成した 「令和７年度予算編成⽅針」 （審査申

⽴⼈提出資料１０及び１１）では、 「Ⅳ 要求に当たっての留意事項」中、「２ 歳

⼊」において、 「国の予算編成、経済⾒通し、地⽅財政計画等あらゆる資料に基

づき的確に財源を捕捉し、経済情勢に即応して収⼊を算定するほか、新たな財源

の積極的な確保に努めること」とした上で、 「⑶ 県債」では、「 『新沖縄県⾏政

運営プログラム』に掲げる⽬標に沿って、引き続き発⾏額の抑制を図りつつ、後

年度の財政負担に⼗分配慮して計上すること」、「国の動向を注意し、より地⽅財
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政措置のある有利な事業債を選択すること」とされている。 

イ また、沖縄県総務部財政課が令和６年１１⽉付けで作成した 「沖縄県財政の推

移」（審査申⽴⼈提出資料１２）によれば、財政調整基⾦を含む基⾦について、

「今後も、経済事情の著しい変動や災害への対応、⽼朽化した公共施設への対応

等の⼀時的な財源不⾜に備えるとともに、安定的な財政運営を確保し県⺠サー

ビスを維持するため、⼀定の基⾦残⾼を確保しておく必要がある」とされている。 

ウ そうすると、本件原案の趣旨は、歳⼊全体について、地⽅財政計画等の資料に

基づき的確に財源を捕捉し、財源の積極的な確保に努め、県債について、発⾏額

の抑制を図りつつ、後年度の財政負担に⼗分配慮して計上するとともに、財政調

整基⾦を含む基⾦について、経済事情の著しい変動や災害への対応、⽼朽化した

公共施設への対応等の⼀時的な財源不⾜に備え、安定的な財政運営を確保し県

⺠サービスを維持するため、⼀定の基⾦残⾼を確保することであると解するの

が相当である。 

⑶ 本件各議決において増額修正しようとする内容について 

ア 前記前提事実及び令和７年３⽉２５⽇の予算特別委員会における「修正提案

理由」（審査申⽴⼈提出資料８）によれば、本件各議決において増額修正しよう

とする内容は、本件原案から、⼀般会計予算及び公債管理特別会計予算の歳⼊歳

出総額は同額としながらも、県債である借換債を５８億円増額するとともに、財

政調整基⾦積⽴⾦を同額増額するものであり、沖縄県の借換可能額２６６億円

の範囲内で、既発債のうち臨時財政対策債に係る部分について、繰上償還するこ

となく、その全てを借り換えることを求めるものと認められる。 

イ 審査申⽴⼈は、本件原案から財政調整基⾦を積み増す必要性がないことを前

提に、⼝頭意⾒陳述において、借換債を発⾏するということは、必要な事業に⾒

合う程度の借換債を発⾏しているということになるため、これを超えるような

⾦額の借換債を発⾏して、同額を財政調整基⾦に積み⽴てるということであれ
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ば、本来必要でなかった以上の借換えを⾏ったということになり、必要でない借

換えを⾏ったことに対して後年度に利⼦が発⽣することは適当ではない旨を主

張する。 

  しかし、前記のとおり、地⽅⾃治法上、議会は予算について増額修正して議決

することを許容されている。また、沖縄県において必要となる財政調整基⾦積⽴

⾦の額は⼀義的に定まるものではない。そして、沖縄県議会は、財政調整基⾦積

⽴⾦について、近年多発する災害対策や公共施設の維持・更新等、これまで以上

に⼀定の規模を確保していく必要性が⾼まってきており、こうした対応への財源

を確保する必要がある旨等を主張している。これらのことからすると、本件原案

における令和７年度末の財政調整基⾦積⽴⾦の残⾼⾒込額約７１億円のみが財

政調整基⾦積⽴⾦の適正な規模であるとはいえず、本件原案から財政調整基⾦を

積み増す必要性を⽋いているとは直ちに認められない。 

ウ また、⼝頭意⾒陳述を踏まえると、審査申⽴⼈は、本件各議決による借換債の

増額は、既発債のうち臨時財政対策債に係る部分について、繰上償還することな

く、その全てを借り換えることを求めるものであるから、⻑が予定していない新

たな⽬標を追加し、⼜は新たな⼿段を追加することを⽬的とした増額修正を⾏

い、もって予算編成における基本的な考え⽅を没却するものであると主張する。 

  しかし、本件各議決による借換債の増額は、本件原案でも予定されていた借換

債の発⾏額を、借換可能額の範囲内で増やすものである。また、前記前提事実に

よれば、本件各議決は、本件原案と同様に、公債管理特別会計予算の 「第２表 地

⽅債」の借換債の「償還の⽅法」について、「財政の都合により、据置期間中で

あっても繰上償還し、償還年限を変更し、⼜は借り換えることができる」とされ

ていることから、本件各議決は、⻑が予定していない新たな⽬標を追加し、⼜は

新たな⼿段を追加することを⽬的とした増額修正とまでは認められない。 

⑷ 本件各議決において増額修正しようとする規模について 
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ア 前記前提事実によれば、本件各議決は、県債である借換債の⾦額について、本

件原案の１７３億円から２３１億円に５８億円を増額するとともに、財政調整

基⾦積⽴⾦の⾦額について、本件原案の４１４１万６０００円から５８億４１

４１万６０００円に５８億円増額するものと認められる。 

イ 本件各議決により増額修正される５８億円は、令和７年度の⼀般会計予算の

歳出総額約８８９３億円に占める割合として、約０．６５％に相当するものであ

る。 

ウ また、沖縄県総務部財政課が令和６年１１⽉付けで作成した「沖縄県財政の推

移」（審査申⽴⼈提出資料１２）によれば、沖縄県の平成１９年度から令和５年

度までの県債残⾼及び公債費の推移は別紙３のとおりであり、さらに、財政調整

基⾦が地⽅公共団体における年度間の不均衡を調整するための基⾦であること

から年度末の残⾼に着⽬すると、沖縄県の平成２１年度から令和５年度までの

財政調整基⾦の年度末残⾼の推移及び令和５年度末の財政調整基⾦の全国平均

は別紙４のとおりである。 

エ 以上のことを踏まえると、本件各議決により増額修正される５８億円は、本件

原案における借換債及び財政調整基⾦積⽴⾦の各⾦額との⽐較では⼩幅ではな

い増額であるものの、本件原案における⼀般会計予算の歳⼊歳出総額と⽐較す

ると⼤幅な増額とまではいえないこと、また、令和７年度末時点において、これ

までの沖縄県の県債残⾼及び財政調整基⾦の年度末残⾼等の推移から⼤幅に乖

離する⾒通しであるとは考えられないことからすると、本件各議決において増

額修正しようとする規模は、本件原案と⽐較して過⼤なものであるとまでは認

められない。 

⑸ 当該予算全体との関連について 

前記のとおり、本件各議決は、本件原案から、⼀般会計予算及び公債管理特別会

計予算の歳⼊歳出総額を増額するものではないことに加えて、本件各議決による
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財政調整基⾦積⽴⾦の増額は、審査申⽴⼈に対し、特定の事務の執⾏を義務付ける

ような性格のものではないことからすると、本件各議決は当該予算全体との関連

で⽀障を⽣じさせるものとは認められない。 

⑹ 当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度について 

ア 本件各議決により借換債５８億円の増額に伴う利⼦負担が増加することによ

って、沖縄県の⾏財政運営に影響があること⾃体は否定できない。 

しかし、臨時財政対策債の元利償還⾦に相当する額については、地⽅交付税法

の定めるところにより、当該地⽅公共団体に交付すべき地⽅交付税の額の算定

に⽤いる基準財政需要額に算⼊するものとされており （例えば、令和５年度から

令和７年度までの間における地⽅債の特例等について、現⾏の地⽅財政法第３

３条の５の２第 2 項を参照。）、これは臨時財政対策債について、実際にどの程度

借り換えるかによって左右されるものではない。 

また、総務省が公表している令和４年度財政状況資料集によれば、別紙５のと

おり、沖縄県における実質公債費⽐率及び将来負担⽐率は、財政⼒指数に基づく

類似団体との⽐較において、平均を下回る⽔準で推移している。さらに、本件各

議決による借換債５８億円の増額は、既発債のうち臨時財政対策債に係る部分

について借り換えることを求めるものであり、実質公債費⽐率及び将来負担⽐

率の算定においては、償還⾦に係る基準財政需要額算⼊額が控除されるもので

あることを踏まえると、これらの指標に⼤きな影響を与えるとは認められない。 

別紙３の平成１９年度から令和５年度までの県債残⾼及び公債費の推移や、審

査申⽴⼈が、⼝頭意⾒陳述において、本件議決により借換債の増額に伴う利⼦負

担が本件原案と⽐較して直近の⾦利で試算すると約５億円の負担が増えること

については、県債残⾼から⽐べると⼤きな影響とは考えていない旨を主張してい

ることを併せ考慮すると、本件各議決によって直ちに沖縄県の⾏財政運営に⼤

きな影響を与えるとは認められない。 
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イ また、審査申⽴⼈は、本件各議決が、実質公債費⽐率や将来負担⽐率が低いこ

とをもって地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書の規定に抵触しないということ

であれば、今後、普通建設事業費及びそれに係る地⽅債の増額も認められること

となり、安定的な財政運営が困難となると主張する。 

しかし、前記⑴の判断枠組みのとおり、本件審査の申⽴ての審理に当たっては、

実質公債費⽐率や将来負担⽐率が低いことのみをもって地⽅⾃治法第９７条第

２項ただし書の規定との抵触の有無を検討しているものではない。その上で、本

件各議決による借換債の増額は、借換債の発⾏可能額の範囲内で、既発債のうち

⼀般財源である臨時財政対策債に係る部分を借り換えること（地⽅財政法第５

条第３号）を求めるものである。このような臨時財政対策債を借り換える場合と

審査申⽴⼈が主張するような普通建設事業という特定の事務の財源となる普通

建設事業費に係る地⽅債（同条第５号）を増額する場合とはその内容及び性質が

異なるものである。以上のとおり、県債に関する増額修正を⼀般論として是認す

るものではない。 

ウ なお、審査申⽴⼈は、本件各議決が地⽅財政法第４条の２が規定する原則に反

すると主張する。 

しかし、⼝頭意⾒陳述を含む審査申⽴⼈の主張を踏まえても、地⽅財政法第４

条の２の規定に反するような具体的な事情は⾒当たらない。 

エ 以上のことからすると、本件各議決により借換債５８億円の増額に伴う利⼦

負担が増加することによって、沖縄県の⾏財政運営に影響があること⾃体は否

定できないものの、沖縄県の⾏財政運営に⼤きな影響を与えるとは認められな

い。 

⑺ その他 

  他に、本件審査の申⽴てにおいて当事者から提出された書⾯及び⼝頭意⾒陳述

の内容を検討しても、本件各議決が本件原案の趣旨を損なうようなものであるか
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を判断するに当たって考慮すべき事情は⾒当たらない。 

⑻ まとめ 

ア 以上のとおり、本件各議決について、当該増額修正をしようとする内容、規模、

当該予算全体との関連及び当該地⽅公共団体の⾏財政運営における影響度等を

総合的に勘案しても、本件各議決が本件原案の趣旨を損なうようなものである

とは認められない。 

イ したがって、本件各議決は、「普通地⽅公共団体の⻑の予算の提出の権限を侵

す」（地⽅⾃治法第９７条第２項ただし書）ものとは認められず、議会の権限を

超え⼜は法令に違反するものとは認められない（同法第１７６条第６項）。 

 

３ 結論 

以上によれば、本件審査の申⽴ては理由があるとは認められないから、これを棄却

する裁定をすることが相当である。 

 

４ 付⾔ 

⑴  予算審議に関し、審査申⽴⼈は、本件修正案を可決した議決を再議に付す理由

として、当該修正議決は、具体的な事業の必要性、⾦額の精査、今後の財政に与

える影響などについて⼗分な議論がない旨を指摘し、本件審査の申⽴てにおいて

も同旨の主張をしている。他⽅で、沖縄県議会は、本件原案における県債１７３

億円の積算⽅法について執⾏部は説明不⾜である旨を主張しており、両者ともに

予算修正の是⾮を審議する際の前提となる事項について⼗分な共通認識が得ら

れないまま、予算の議決及び本件審査の申⽴てに⾄っている。 

⑵ 今後は、本件通知第２項が「地⽅公共団体の議会の予算審議において、議会が予

算修正を⾏おうとするときは、⻑と議会の間で調整を⾏い、妥当な結論を⾒出すこ

と」と⽰していることを踏まえて、沖縄県において、より充実した予算審議を⾏っ
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て妥当な結論を導くとともに、沖縄県⺠に対する説明責任を尽くすことを期待す

る。  
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別紙１ 

⾃治紛争処理委員による審理の経緯 

 

 ⽇時 審理の概要 

第１回会議 令和７年５⽉８⽇（⾦） 合議 

第２回会議 令和７年６⽉２⽇（⽉） ① 合議 

② 審査申⽴⼈からの⼝頭意⾒陳述 

③ 沖縄県議会からの陳述 

④ 委員からの発問 

⑤ 合議 

第３回会議 令和７年６⽉９⽇（⽉） 合議 

第４回会議 令和７年６⽉２５⽇（⽔） 合議 
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別紙２ 

当事者が⾃治紛争処理委員に提出した書⾯の⼀覧 

 

【審査申⽴⼈（沖縄県知事）】 

⽂書名 提出⽇ 

審査申⽴書 

資料１〜１０ 

令和７年４⽉１６⽇ 

反論書 令和７年５⽉２８⽇ 

資料１１、１２ 令和７年５⽉３０⽇ 

 

 

【沖縄県議会】 

⽂書名 提出⽇ 

弁明書 

資料１〜４ 

令和７年５⽉１９⽇ 

「⽂書の提出について」と題する⽂書 

資料５〜８ 

令和７年６⽉６⽇  

 

 

- 21 -



／

ヽ

3 県債残高及び公債費
ヽ

ノ

〇県債残高は、平成 13年度以降に発行された臨時財政対策債が増加傾向で推移していた
が、その他の県債が減少傾向にあったことから、近年では緩やかに減少している。

〇臨時財政対策債を除くその他の県債については、沖縄県行財政改革プラン等に基づく大
型ハコ物整備の抑制により通常の県債の発行を抑制してきたこと等により減少している。

〇公債費は、県債残高の増加とともに緩やかに増加していたが、平成26年度以降は金利低
下に伴う利子償還金の減等もあり、緩やかに減少している。

沖縄県の県債残高及び公債費の推移
県債残高

（単位：億円） 口臨時財政対策債

8,000 「 口その他の県債

會公債費

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

公債費
（単位：億円）

2,400 

2,200 

2,000 

1,800 

1,600 

,4031 3,26513, 

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

0 0 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 （年度）

※県債残高、公債費ともに特定資金公共事業債（NTT債）は除く。

別紙３
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＇

ヽ

5 基金の状況
、

＇

〇主要3基金（財政調整基金、減債基金、県有施設整備基金）の年度末残高は、平成21

年度まで300億円台の横ばいで推移していたが、平成22年度から増加傾向となり、令和
5年度末の基金残高は約1,090億円となっている。

〇令和5年度末残高を全国平均と比較すると、減債基金は全国平均を上回っている
ものの、財政調整基金は全国平均を下回っており、両基金の合計では、全国平均を
上回る水準となっている。

〇今後も、経済事情の著しい変動や災害への対応、老朽化した公共施設への対応等
の一 時的な財源不足に備えるとともに、安定的な財政運営を確保し県民サービスを維
持するため、一定の基金残高を確保しておく必要がある。

■ 財政調整基金
1200 日口減債基 金

口県有施設整備基金

主要3基金の年度末残高の推移

1000 

800 

600 

400 

200 

H21 H22 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 
（年度）

（単位：億円）

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

゜

財政調整基金及び減債基金の全国平均及び九州平均との比較(R5年度）

■ 全国平均
ロ九州平均
ロ【沖縄県】

国叫

財政調整基金 減債基金 合計

※全国平均及び九州平均は単純平均であり、 本県が独自に集計した速報値。

全国平均は沖縄県含む、 九州平均は沖縄県除く。

別紙４
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H30 R04R03R02R01 H30 R04R03R02R01

H30 R04R03R02R01 H30 R04R03R02R01

●住民基本台帳人口（R5.1.1）：
●高齢化率（R5.1.1）：
●面積・人口密度：
●国勢調査人口

●ラスパイレス指数（R4.4.1）：

団体概要

財政力指数［ 経常収支比率［

実質公債費比率［ 将来負担比率［

● 当該団体値

基金残高の推移 地方債現在高の推移

（億円）

地方債現在高（臨時財政対策債除き） 臨時財政対策債

標準的財政需要を税収等で賄える度合いを示す指標

H30 R04R03R02R01

（億円）

財政調整基金

地方税 地方交付税 国庫支出金 地方債 その他 人件費 扶助費 公債費 投資的経費 その他

減債基金 その他特定目的基金

歳入の推移 歳出の推移

H30 R04R03R02R01

H30 R04R03R02R01

（億円）

H30 R04R03R02R01

（億円）

財政構造の硬直化の度合いを示す指標
（％）

地方債の償還額等の大きさの度合いを示す指標
（％）

将来負担すべき負債等の大きさの度合いを示す指標
（％）

H27R2 ※括弧内は対H27年度比 ）（

0.400.40

0.310.31
97.897.8

89.489.4

15.315.3

7.37.3

244.6244.6

25.925.9

0.350.35 0.350.35
0.360.36

0.340.34

0.350.35 95.395.3 95.895.8
95.195.1

88.088.0

93.193.1

11.711.7
11.111.1 10.710.7 10.710.7

10.710.7

171.9171.9 173.0173.0 168.2168.2 155.1155.1
162.0162.0

0.360.36
0.370.37 0.370.37

0.360.36
0.360.36

95.795.7

97.197.1
96.496.4

88.088.0

94.894.8

8.48.4
7.97.9

7.37.3 7.17.1
7.37.3 45.045.0 42.642.6 41.541.5 30.330.3

25.925.9

219219 229229 211211
466466 424424

264264 218218 291291

406406 399399
587587 613613 655655

619619 7247241,070 1,060
1,157

1,491 1,547
6,238 6,037 5,978 5,983 5,647

3,5233,523 3,4033,403 3,2653,265 3,2733,273 2,8882,888

2,7152,715 2,6342,634 2,7142,714 2,7112,711 2,7592,759

1,2961,296 1,3441,344 1,3361,336 1,3941,394 1,4631,463

2,0812,081 2,1112,111 2,1422,142 2,4012,401 2,3572,357

1,9341,934 1,8671,867

2,9612,961

4,1514,151

3,0313,031
503503 439439

560560

634634

323323

1,0701,070 1,1221,122

1,4751,475

1,5471,547

1,7691,769

6,884 6,883

8,474

10,127

8,943

1,9561,956 1,9891,989 1,9991,999 2,0272,027 2,0362,036

280280 295295 307307 329329 348348
670670 674674 646646 652652 678678

1,3561,356 1,2571,257 1,3181,318 1,2661,266 1,1721,172

2,4872,487 2,5572,557

4,0774,077

5,7155,715

4,5084,508

6,749 6,772

8,347

9,989

8,742

グループ内順位　4/14 グループ内順位　13/14

グループ内順位　1/14

グループ

※ グループとは、都道府県を財政力指数等によって6つ
のグループに分類したものである。

グループ内平均値

グループ内の最大値及び最小値

グループ内順位　1/14

0.36］ 94.8％］

7.3％］ 25.9％］

財政力指数
0.300～ 0.400未満

Ｄ

沖縄県の財政状況について

1,485,526人
23.2%

2,282㎢・651人 /㎢

98.1

1,467,480人（2.4%） 1,433,566人

0.30

0.32

0.34

0.36

0.38

0.40 88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

20.0

80.0

140.0

200.0

260.0

320.0

0

400

800

1,200

1,600

0

1,400

2,800

4,200

5,600

7,000

0

4,000

8,000

12,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
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